
熱傷手当

熱傷に関する内容の聴取
通報者が極度に焦燥し冷静さを失っている

こと等により対応できない場合は口頭指導

を中止する

「救急車はもう出動させています」(落ち着いてください)
「応急手当てをお願いしたいのですができますか?」

「どこをどれくらい

やけどしていますか?」

体幹もしくは

広範囲の場合

四肢もしくは

局所の場合

冷却

「水道の水をかけて痛みが和らぐまで、

やけどの場所を冷やしてください。10分以上冷やしてください」
「服を着ている場合は衣服の上から冷やしてください」

※ 氷や氷水により長時間冷やすことは勧めない

※ 水泡(水ぶくれ)は破らないようにする
※ 広範囲が冷えてしまう場合、低体温を防ぐため長時間(ふるえが出
るくらい)の冷却は避ける

「救急隊が到着するまでそのままでお願いします」

※ すでに冷却している場合、低体温を防ぐため長時間(ふるえが出るくらい)の冷却は避ける


